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会  議  名 令和６年度第６回港区特別職報酬等審議会 

開 催 日 時      
令和６年１１月２２日（金曜日） 

午後６時から午後７時まで 

開 催 場 所      港区役所４階庁議室 

委   員      

（出席者） 

古川史高、臼井浩之、河合智、田中泉、芝耕太郎、中野智江子、栗山由

美、秋田恵、辻村法泰 

（欠席者） 

堀信子 

事 務 局      総務部長、総務課長、総務課総務係長 

その他出席者 なし 

傍聴者 なし 

会 議 次 第      

１ 開会 

２ 議題 

（１）港区特別職報酬等審議会答申（案）について 

３ 答申 

４ その他 

５ 閉会 

配 付 資 料      
資料１   港区特別職報酬等審議会答申（案） 

その他資料 令和６年度第５回港区特別職報酬等審議会 会議録要旨 

 会議の結果及び主要な発言 

 

会  長 

 

総務課長 

 

会  長 

 

委  員 

 

 

総務課長 

 

 

開会 

 

資料１について説明 

 

質問意見等はあるか。 

 

２点確認。１点目、今回の特別職で基準日６月１日に、その職に就いて

いなかった者は区長と副区長１名のみか。 

 

今回対象となる特別職等は区長と副区長の１名。 
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委  員 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

委  員 

 

 

会  長 

 

会  長 

  

全 委 員 

 

会  長 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

会  長 

 

 

 

委  員 

 

 

総務課長 

 

 

可能であれば、次回から変更した場合やそれぞれの職に就いている方に

ついて、任期等に関する情報を最初に全員に共有をお願いしたい。２点

目、改定内容①のただし書きは運用の話ではないか。ここに 0.1 月分と

表記するべきか、来年以降、上がったものが基準となっていくと思う

が、区長や副区長１人に対して基準はずれないか。運用の話であれば、

記載する必要がないと思う。 

 

１点目、特別職の就任期間の任期は次回以降、事前に情報提供する。改

定額の 0.1 月とする部分は条例改正を提案するに当たり、令和６年度に

限り、引き上げ幅を 0.1 月にする規定する。令和７年度以降は４月から

在職している予定のため、通年で 0.2 月引き上げると規定する。 

 

次回以降、運用の話、テクニックの話は対面で委員全員に説明してほし

い。 

 

（答申（案）「４ 結論（２）」の読み上げ） 

 

答申としてよいか。 

 

異議なし 

 

答申を決定する。 

 

３ 答申 

（古川会長より答申結果の挨拶と答申） 

（清家区長より挨拶） 

 

区長は公務があるため、ここで退席します。 

 

（清家区長退席） 

 

４ その他 

（事務局から今後のスケジュールについて説明） 

質問意見等ありますか。 

 

可能であれば政務活動費について検討したい。区議会政務活動審査会の

第７条の会議録を資料要求する。 

 

会議録は開示対象になるか確認する。 
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委  員 

 

 

会  長 

 

 

 

政務活動費は 10 年間変わっていない。書類の保管期限は最長どの位

か、１年の会議録の量にもよるが、閲覧方法などを相談したい。 

 

残された課題については、引き続き審議の必要がある。 

 

閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


